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第１章 背 景 

 

1977年、「しれとこ100平方メートル運動」は、開発の危機にあった知床国立公園内の開拓跡地を保全

し、かつてこの地にあった森を復元することを目的にスタートした。国内のナショナルトラストの先駆けとな

るこの運動は、その後の20年間で全国から4万9千人余りの方々から寄せられた寄付により、開拓跡地の

買い取りを進め、約860ヘクタールの土地を開発から守り、確保するに至った。 

そして、1997年からは、運動の第2ステージ「100平方メートル運動の森・トラスト」として、この土地（100

平方メートル運動地。以下、運動地）にかつてあった森を取り戻す「森林再生」、ここで暮らす生き物たち

の営みを再生する「生物相復元」、この知床での取り組みを多くの人に伝える「運動地公開」を行っている。

なお、これらの取り組みは、1997年に策定された「森林再生計画」に基づき実行しているものである。 

2018年、森林再生計画開始から20年の区切りを迎えた。本稿は、これまでの20年間を総括し、次期20

年間の目標と計画を策定したものである。 

 

 

１－１ 森林再生計画の目標 

森林再生計画は、以下に掲げる長期的な目標を目指すものである。また、項目毎にも長期的な目標を

定めている。合わせて、この計画を進めるに当たって守るべき原則として「不変の原則」も定めている。（別

添参照） 

 

-長期全体目標- 

・ 本来この地にあった原生の森を再生する。 

・ 本来的な野生生物群集と自然生態系の循環を再生する。 

・ トラスト資産としての運動地の適正な公開と保全のシステムを構築する。 

 

 

１－２ 森林再生計画の位置付け 

森林再生計画は、100年単位の長期計画、20年毎の中期計画、さらに5年毎の回帰作業計画の3段階

で構成されている。 

 

長期計画： 100～200年先を目途に完成を目指す最終計画 

中期計画： 中間的な到達点としての中期的な計画。20年毎に定める。 

回帰作業計画： 約860ヘクタールの運動地を5つの区画に分け、5年で1巡する回帰作業を繰り返し、

20年毎の中期計画の目標達成を目指す。 
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１－３ 第2次中期計画の期間 

森林再生計画で掲げられている最終的な目標は100年単位のものであるが、本稿で扱う中期計画は、

以下の期間に関してである。 

 

第2次中期計画：2018～2037年度 

 

 

１－４．対象地域 

森林再生計画は、知床国立公園内の「しれとこ100平方メートル運動地」を対象とするものである。 
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第２章 第1次中期計画（1998～2017年度）の総括 

 

第1次中期計画策定時に定めた植生ごとの目標設定に基づき（一部項目立てを変更）、これまでの総

括を記載した。 

 

 

２－１ 森林再生 

 

（１）自然草原 

○長期目標（100～200年後） 

「草原環境の維持を図る。」 

〇第1次中期目標（1998～2017年） 

「現状を維持する。」 

 

■第1次中期計画 総括 

植生面積 1999年：2ha → 2014年：1ha（1ha減）  

海側の国有林隣接部の一部に残存していた自然草原は、周辺林分の広葉樹林帯が分布を広げ、この

20年間で1ha減少した。また、草原内の植生は、セリ科の高径草本などがエゾシカの採食圧の影響で衰

退し、現在はササや不嗜好性のワラビ、ハンゴンソウ等の特定種が優占している状況である。作業に関し

ては、周辺林分にて樹皮保護作業を実施しているものの、その他の作業は行っていない。 

運動地の海側に位置する自然草原は、エゾシカの越冬地となっているため、年間を通じてシカの採食

圧が高い状況が続いていた。しかし、2011年以降は、シカ個体数調整の効果と思われる植生の回復が局

所的に見られ始めている。よって、今後、シカの生息数が適正な密度で維持され、かつ繁茂しているササ

やワラビが他の在来植物の生長を妨げている状況を改変することができれば、植生回復の可能性は残さ

れている。 

 

 

（２）広葉樹二次林・針広混交二次林 

○長期目標（100～200年後） 

「もともとの植生であったトドマツとミズナラを中心とする針広混交林へと誘導していく。」 

同長期目標は、以降の台地上の各植生に共通。 

〇第1次中期目標（1998～2017年） 

「既存林分の育成。天然林に近い樹種組成と構造へ誘導。」 
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■第1次中期計画 総括 

植生面積 1999年：591ha → 2014年：595ha（4ha増） 

広葉樹二次林・針広混交二次林は、運動地の70%を占めており、この20年間で面積は微増した。ただし、

林内には、トドマツの後継樹種は見られるものの、各種広葉樹などのシカ選好樹種は衰退している状況

である。なお、2011年以降は、シカ個体数調整の効果と思われる各実生の生育が局所的に見られ始めて

いるものの、試験的に柵外に植栽した広葉樹苗（中型）は被食が確認されている（2016～2017年無積雪

期）。 

二次林内では、岩尾別台地に１基（3.7ha）の防鹿柵を設置した。設置目的は「林分保護」とし、その後、

柵内には各種広葉樹等の天然更新が進んでいる。その他、防鹿柵外では、各所にてハルニレやオヒョウ、

イチイなどシカの選好樹種を中心に樹皮保護を実施した。 

運動地内の二次林各所は、シカの樹皮剥ぎ等の圧力は受けているが、面積自体はこの20年間で大き

な変化はしていない。また、防鹿柵内では後継樹種の更新が確認されていることから、今後、シカの生息

数が適正な密度で維持され、ササ等の侵入がなければ後継樹種の天然更新の可能性は残されている。 

➡参照  P.28 別添1「防鹿柵設置状況」「樹皮保護木状況」 

P.29 別添2「植栽状況」 

 

 

（３）カシワ林 

〇第1次中期目標（1998～2017年） 

「既存林分の育成と回復。」 

 

■第1次中期計画 総括 

植生面積 1999年：0ha → 2014年：0ha（増減なし） 

この20年間で、面積的な変化は見られないが、将来的に国有林内のカシワ林と連結することを目的とし

て、隣接する運動地に小規模柵１基（0.06ha）を設置、カシワ等150本を植栽した。その後の自然淘汰を経

て一部の苗木は生育しているものの、柵内はササが繁茂している状態となっている。また、周辺のアカエ

ゾ造林地（列状・島状）内にもササが繁茂しており、カシワ林の回復には至っていない。なお、隣接する国

有林内のカシワ林では、中大径木の一部にシカの被食があることから、防鹿柵2基（林野庁所管）が設置

された（2008～2010年）。 

他の植生区分と同様に、今後、シカの生息数が適正な密度で維持され、かつ繁茂しているササが他の

在来植物の生長を妨げている状況を改変することができれば、カシワを始めとする後継樹種の天然更新

の可能性は残されている。 

➡参照  P.28 別添1「防鹿柵設置状況」「樹皮保護木状況」 
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（４）牧草地・ササ地（未立木地） 

〇第1次中期目標（1998～2017年） 

「若齢林分の育成。草原環境も適正に保全。」 

 

■第1次中期計画 総括 

植生面積 1999年：77ha → 2014年：40ha（37ha減） 

森林再生開始当時77haあった牧草地・ササ地（未立木地）は、その後の植栽などの結果、20年間で半

減し、現在では40haの分布となっている。なお、ササや牧草の丈はシカの採食圧によって低く保たれてい

たものの、近年は、シカ個体数調整の効果と思われる植生高の回復が見られる。 

幌別・岩尾別台地の各所に防鹿柵を設置。柵内外に針葉樹・広葉樹約7万本を植栽した。また、防風

効果を期待し、2か所の廃根線上に養生木及び大型苗41本の移植を行った。 

他の植生区分と同様に、今後、シカの生息数が適正な密度で維持され、かつ繁茂しているササや牧草

等が他の在来植物の生長を妨げている状況を改変することができれば、植生回復の可能性は残されて

いる。 

➡参照  P.28 別添1「防鹿柵設置状況」「樹皮保護木状況」 

P.29 別添2「植栽状況」 

 

 

（５）アカエゾ・トドマツ・シラカンバ造林地（幼齢及び高木林） 

〇第1次中期目標（1998～2017年） 

「造林地の育成。天然林的組成への誘導。」 

 

■第1次中期計画 総括 

植生面積 1999年：109ha → 2014年：144ha（35ha増） 

100平方メートル運動では、開始当初（1977年）より保全した運動地（主に未立木地）に順次アカエゾマ

ツやトドマツ、シラカンバなどを植栽してきた。その数は、約45万本である。その内、この20年間では、アカ

エゾマツやトドマツなど約6万本を植栽しており、同造林地の面積は35ha増加した。当初の植栽方法は、

林業的に単一の樹種を直線的に植える手法であったが、環境的にも景観的にも人工的であるため、後に

ある程度の空間を開け島状に植栽を行う手法へと移行させた。 

その後、植栽したアカエゾマツやトドマツは周辺環境に応じて生育している。一方、それ以前の運動初

期に植栽したアカエゾマツやトドマツ、シラカンバは、高木林を形成している（ただし、1980年前半以降に

植栽されたシラカンバは、シカの採食圧によりほぼ消失）。なお、密植されたアカエゾ等造林地の林床に

は後継樹種の更新がほぼ見られない状況である。 

岩尾別台地の一部の造林地で密度調整を実施し、その一部に大型苗93本の移植を行った。また、各

所の造林地に防鹿柵を設置し、柵内の列状間に小型の広葉樹苗等約5000本を植栽した。 
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他の植生区分と同様に、今後、シカの生息数が適正な密度で維持されれば、造林地内での広葉樹等

の更新の可能性は残されている。ただし、高木の密植地の場合は、樹冠が林床を覆っているため密度調

整が必要である。また、島状または列状地で林床にササ等が繁茂している場合、他の在来植物の生長を

妨げることから、その状況を改変することが必要となる。 

➡参照  P.28 別添1「防鹿柵設置状況」「樹皮保護木状況」 

P.29 別添2「植栽状況」 

 

 

（６）カラマツ造林地（高木林） 

〇第1次中期目標（1998～2017年） 

「在来樹種への転換の促進。」 

 

■第1次中期計画 総括 

植生面積 1999年：35ha → 2014年：34ha（1ha減） 

開拓当時に植栽され残存している高木カラマツは順調に生育しており、林床はトドマツが主体となって

いる。同時に第2世代カラマツの更新も進んでいる。 

幌別台地のカラマツ造林地の一部で密度調整を実施し、同カラマツ林を囲う防鹿柵を設置した。その

後、柵内には各種広葉樹が生育している。その他、一部の造林地にて「巻き枯らし」を実施。実施木につ

いては枯死を確認した。 

カラマツの扱いについて、将来的には在来樹種への転換を図るものとしているが、既存のカラマツ造林

地（第2世代含む）については、防風効果を発揮していることから当面の間は残存させる方針としている。 

他の植生区分と同様に、今後、シカの生息数が適正な密度で維持されれば、造林地内での広葉樹等

の更新の可能性は残されている。ただし、林床にササ等が繁茂している場合、他の在来植物の生長を妨

げることから、その状況を改変することが必要となる。 

➡参照  P.28 別添1「防鹿柵設置状況」「樹皮保護木状況」 

P.29 別添2「植栽状況」 

 

 

（７）河畔林（河岸段丘斜面）  ＊当初併記されていた「河川」は後述の「生物相復元」に移項 

○長期目標（100～200年後） 

「カツラに象徴される河畔林の再生を図る。」 

「針広混交林へと誘導するとともに、シマフクロウやオジロワシ・オオワシの営巣環境やねぐら

としての環境の保全と育成を図る。」 

〇第1次中期目標（1998～2017年） 

「現存するカツラ大径木の保全と後継樹種の育成。」 
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「1981年（S56年）の台風による改変以前の河畔林とその構造の復元。」 

「シマフクロウ生息環境改善のため営巣可能樹種の中大径木の保全、小径木の中径木化」 

 

■第1次中期計画 総括 

植生面積 1999年：37ha → 2014年：37ha（増減なし）  

＊便宜上、川から50m範囲の運動地に分布する広葉樹林・混交林を「河畔林」と定義。 

河畔林内に残存していたオヒョウ等のシカ選好樹種の高木は樹皮剥ぎにより衰退した。林床にはトドマ

ツの後継樹種は見られるものの、その他広葉樹はほぼ見られない状況となった。ただし、近年は、河畔林

の一部にてシカ個体数調整の効果と思われる植生の回復が見られる。岩尾別川（注1）沿いの河畔林や

砂礫地・草地に防鹿柵を5基設置。砂礫地及び草地柵内にカツラ等の植栽を行った。その後、各柵内で

は広葉樹等の更新が進んでいる。その他、河畔林各所にて大径木約100本の樹皮保護を実施した。 

他の植生区分と同様に、今後、シカの生息数が適正な密度で維持されれば、河畔林内での広葉樹等

の更新の可能性は残されている。 

➡参照  P.28 別添1「防鹿柵設置状況」「樹皮保護木状況」 

P.29 別添2「植栽状況」 

P.38 別添8 「企業寄付による事業概要（イオン環境財団／ダイキン工業株式会社）」 

 

（注1）岩尾別川の名称について： 

同河川の名称は、国土地理院地図では「イワウベツ川」との表記となっているが、100平方メートル運動では、これまで「岩

尾別川」の名称を主に使用してきたため、本稿では引き続き漢字表記を使用するものとする。なお、引用文献など外部の

著作についてはその限りではない。 
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２－２ 生物相復元 

○長期目標（100～200年後） 

「減少種の増殖や絶滅種の再導入によって、地域固有の動物相を復元し、安定させる。」 

「サケマスの自然産卵やオショロコマの増殖が可能な環境を復元する。」 

 

（１）希少鳥類 

〇第1次中期目標（1998～2017年）  

「シマフクロウの安定的繁殖の維持・拡大」 

「オジロワシの安定的繁殖の維持・拡大」 

「越冬期のワシ類のねぐら環境、餌環境の向上」 

 

■第1次中期計画 総括 

「シマフクロウの安定的繁殖の維持・拡大」 

営巣木となりうる樹種の大径木をエゾシカによる樹皮剥ぎから守るため、樹皮保護ネットなどによる保護

を行った。しかし処置にもかかわらずシカ以外の要因によるものも含め、一部では枯死消失も見られた。

岩尾別川では「北見管内さけ・ます増殖事業協会」（以下、さけます増協）の協力の下、餌資源となるカラ

フトマス・シロザケの上流への遡上促進や、2011年から2015年の5年間、河川環境多様化事業（ダイキン

工業寄附事業）の中でサケ科魚類の生息並び産卵環境の改善を目的に、瀬淵の創出や人為的な土手

の解消などの作業を行った（2017岩瀬）。 

一方当該地で環境省・北海道森林管理局を主体とする保護増殖事業との連携や、モニタリングを担当

する研究者との情報共有が進んでおらず、運動地及びその周辺地域に生息するシマフクロウの繁殖状

況等、保護管理上必要な基礎的情報を把握できていないのが課題である。 

 

「オジロワシの安定的繁殖の維持・拡大」 

「越冬期のワシ類：ねぐら環境、餌環境の向上」 

ねぐらとなりうる広葉樹大径木をエゾシカによる樹皮剥ぎから守るため、樹皮保護ネットなどによる保護

を行った。しかし処置にもかかわらず風害等シカ以外の要因によるものも含め、一部では枯死消失も見ら

れた。岩尾別川では、前述の通り、餌資源となるカラフトマス・シロザケの上流への遡上促進や河川環境

の多様化、サケ科魚類の生息環境並びに産卵環境の改善に取り組んだ。 

また、繁殖状況等を継続的に把握する目的で結成されたオジロワシモニタリンググループに参加、運

動地及び周辺のモニタリングを担当することで、繁殖状況の把握に努めた。運動地海側国有林内におけ

る繁殖成績は不安定で、安定的繁殖の維持・拡大には至っていない。 

➡参照  P.34 別添3「第2次復元対象鳥類の運動地内繁殖へ向けた森林再生と環境改善 

及び環境管理方策（平成14年度検討）と平成29年度までの実施経過及び効果確認について」 

P.38 別添8 「企業寄付による事業概要（イオン環境財団／ダイキン工業株式会社）」 
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（２）魚類・河川 

〇第1次中期目標（1998～2017年） 

「サケマスの自然産卵回復」 

「サクラマスの再生産復元」 

「オショロコマの生息密度回復」 

「サケマス類の自然産卵可能域の拡大」 

 

■第1次中期計画 総括 

「サケマスの自然産卵回復」 

岩尾別川で自然遡上の阻害要因を岩尾別ふ化場（さけます増協）の協力の下で解消し、サケマスの自

然産卵の回復を進めた。具体的には1999年より運動の取り組みとしてカラフトマス及びシロザケ親魚の買

い取りを行い、ウライ上流への放流を行った。以後、2005年からはさけます増協の取り組みとして実施、翌

2006年にはウライが改修され、期間を決めて上流へ遡上させる取り組みとなっている。 

2005年の世界自然遺産登録以降、知床世界自然遺産地域科学委員会（以下、科学委員会）では、遺

産地域内のダム等の河川工作物のあり方を議論する河川工作物アドバイザー会議を設置し、運動地内

の河川を含む各河川の工作物改良やモニタリングについての検討を行った。その結果、岩尾別川水系ピ

リカベツ川および赤イ川（白イ川）の河川工作物について、所管する斜里町、北海道森林管理局による堤

体のスリット化、切り下げ等の改良が行われ、遡上の阻害要因の一部が解消された（2015馬谷ら）。なお、

岩尾別川本流に2基、支流盤の川の橋脚下に遡上を妨げる工作物が残存しており、第2次検討工作物と

して改良の検討が行われる。その他、前述の通り、2011年から2015年の5年間、ダイキン工業寄附事業に

おいて河川環境多様化事業を実施した。 

 

「サクラマスの再生産復元」(第1次復元対象生物種) 

第1次復元対象生物種として掲げたサクラマスの復元を目的に、1999年から2001年の3年間、さけます

増協協力のもと、サクラマス発眼卵の放流を幌別川・岩尾別川で実施した（初年度は稚魚放流も実施）。

最初の放流個体の回帰遡上年となる2002年から以後は、放流を中断し、サクラマスの回帰状況と自然産

卵による再生産の推移についてのモニタリングを優先して行った。結果、2002～2010年の9年間で確認さ

れた回帰親魚数は、各年一けたの数字（0～7尾）を数えるのみであった（2015馬谷ら）。 

前述のとおり2005年の世界自然遺産登録後、岩尾別川水系ピリカベツ川及び赤イ川（白イ川）の河川

工作物改良が始まり、河川環境改善の兆しが見られたため、2008年より岩尾別川水系での放流を再開し

た。再開以降、2016年までは過去と同様に回帰親魚数は各年一けたであったが、2017年に初めて10尾

を超える15尾の回帰を確認した。専門家（北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場さけます

資源部卜部浩一氏）によると、この結果は、水中のカメラ撮影という簡便な方法での確認数であることから、

流域全体では100尾のオーダーで遡上している可能性があるとのことである。また、2008年からの放流再

開から3回帰目にして回帰数が上昇したことについては、工作物改良など自然環境の改善の影響の他に、

放流を継続した結果、岩尾別川に適した遺伝的形質が整えられ始めている表れではないかとの見解を
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得た。今後は、自然産卵とその後の推移を把握するため、発眼卵の放流は終了した方が良いと提言も得

ている。 

一方では、岩尾別川の河川内では残留型（ヤマメ）が一定量確認されており、その一部ではオショロコ

マとの種間競争で優位となっている区間も確認されている（2017山本ら）。よって、今後については、発眼

卵放流終了も視野に入れ、引き続きサクラマスの生息や回帰状況のモニタリング、そして河川環境の改

善に向けた取り組みを継続していくことが重要となる。 

なお、幌別川については、当初より岩尾別川と同様に回帰率も低く、また元来自然河川であり、特に環

境に変化がないことから放流の再開は行っていない。 

 

「オショロコマ：生息密度の回復」 

岩尾別川における渓流釣りの自粛を求める看板設置を2005年に行った他、前述の通り、2011年から

2015年の5年間、ダイキン工業寄附事業において河川環境多様化事業を実施した。 

 

「サケマス類の自然産卵可能域の拡大」 

2011年から2015年の5年間、ダイキン工業寄附事業において岩尾別川本流6カ所にて河川環境改善を

目的とした多様化作業を実施した。その結果、部分的には改善の兆しを見せており、想定通りに推移しな

かった事例も含め岩尾別川での「川づくり」について多くの知見を得ることができた。 

当初より岩尾別川流域に多数存在し、オショロコマやサクラマスを始めとする生き物の往来を阻んでい

た河川工作物の改良を管轄する関係機関に働きかけを行った。その後、世界自然遺産管理の一環とし

て、支流各所の工作物計5基（森林管理局4基・斜里町1基）の改良が進み、サケ科魚類の生息や産卵環

境が拡大した。ただし、本流と盤の川には未改良の工作物が残存している。 

一方、岩尾別川の特に下～中流部では、夏から秋にかけてのサケマスの遡上に伴い、それを捕食する

ヒグマとそのヒグマを見る人との軋轢が長年の課題となっている。 

➡参照  P.35 別添4「岩尾別川のウライより上流におけるカラフトマス・シロザケの遡上数」 

P.36 別添5「サクラマス稚魚及び発眼卵放流」「サクラマス産卵状況調査」 

P.38 別添8 「企業寄付による事業概要（イオン環境財団／ダイキン工業株式会社）」 

 

 

（３）その他の生物相 

〇第1次中期目標（1998～2017年） 

「第2次復元対象動物種の決定と繁殖･導入試験の開始」 

 

■第1次中期計画 総括 

2000～2002年度、第2次復元対象種の選定を実施。結果、以下の鳥類5種、ほ乳類2種が候補として挙

げられた。 

・鳥類5種：シマフクロウ・オジロワシ・オオタカ・クマゲラ・マダラウミスズメ 
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・ほ乳類2種：オオカミ・カワウソ 

その後の検討の結果、鳥類候補5種については絶滅種ではないため、森林再生の中で生息環境を復

元させることで、自然分布の拡大や増殖を進めることとし、第2次復元対象種の選定は絶滅種であるほ乳

類2種を優先させるべきと結論付けられた（2005中川）。 

 以後、それぞれについて、再導入を検討するための生態学的、保護管理学的情報の収集を行ったが、

実際の導入に向けた具体的な動きまでには至っていない。 

 

オオカミ 

行動圏や繁殖などの生態学的情報とともにオオカミが被捕食者に与える影響、オオカミと人間の関係、イエ

ローストーンでの再導入事例について情報収集を行った。すなわち、オオカミが有蹄類個体群の増加を抑制

する傾向があること、ヨーロッパでは家畜被害が生じていて各国政府が補償していること、人身被害は特殊な

状況以外ではほとんど生じていないこと、イエローストーンでは再導入個体群が定着したことが報告された（亀

山ら2005）。また、100平方メートル運動でオオカミ再導入を検討する意義（石城・中川2005）やオオカミ再導入

に関する社会的側面での課題についても、報告がまとめられた。社会的側面としては、現在の法制度が絶滅

種の再導入を想定しておらず整備されていないこと、人身被害の可能性を社会が許容しないと予想されること

が指摘された（加藤2005）。その後100平方メートル運動として、体系的な調査は行っていない。ただし2015年

には、イエローストーン、シホテアリン両保護区との情報交換を目的としてシンポジウムを斜里町も構成団体と

なって開催した。このシンポジウムでは、北米の研究者から知床へのオオカミ再導入がエゾシカのコントロール

に有効であるとの指摘があった（マッカロー2016）。 

 

カワウソ 

再導入に関する社会的側面としては、現在の法制度が絶滅種の再導入を想定しておらず整備されていな

い課題はあるものの、人身被害のない点ではオオカミより再導入に現実性があると指摘された（加藤2005）。

2011年から2015年にかけては、ダイキン工業株式会社からの寄付をもとに再導入の可能性を本格的に検討し

た。検討は、生息に適した環境があるか、遺伝学的情報など再導入元、漁業被害など社会的側面の主に3点

から評価した。まず2011年にはIUCNカワウソスペシャリストグループがイタリアで開催したコロキウムに参加し、

カワウソ専門家からの情報収集を行った。特に過去に再導入を実施しているオランダ、チェコの研究者からは

その成否や課題について聞き取りを実施した。2012年・2013年には生息環境とさけますふ化場や定置網への

被害を調査するために、ロシアサハリン地方の調査を実施した。また、2014年には沿海地方の調査を行い生息

環境の条件をさらに精査した。また、2014年には国内外のカワウソ専門家を知床に招き、現地視察も交えて知

床への再導入の可能性を多面的に議論した。2012-2014年に採集した糞と北海道内の毛皮や遺跡から出土し

た骨をもとにDNA解析を実施し、遺伝学的な面から導入元個体群の検討を行った。2015年には海洋を中心に

カワウソが生息しているスコットランドや人為的改変の進んだ環境に生息しているチェコ、ドイツを訪れ、海岸部

の生息環境や漁業被害の状況を調査した。これらの調査の結果、次の点が明らかになった（村上2017）。 
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１） 知床の河川はカワウソにとっては規模が小さく傾斜が急である。沿岸を利用するとしても、急峻な海岸線

が多く生息適地は限られる。 

２） サハリンでさけますふ化場などへの被害は起きていないが、チェコやドイツではコイの養魚場に被害が起

きていた。被害の可能性があることを念頭に、対策を考えておく必要がある。 

３） DNA 解析により北海道とロシア極東のカワウソ個体群とで共通のハプロタイプがみられた。類似性を評価

するには遺伝学的研究がさらに必要である。また、遺伝学的な類似性とともに、導入元の生息環境との類

似性も重要であることがわかった。知床博物館所蔵の斜里産毛皮の DNA は増幅せず、解析できなかっ

た。 

４） 交通事故や感染症をもちこむリスクがあり、再導入に際して検討する必要がある。 

 

以上のように再導入を検討するための資料は概ね得られたが、遺伝子解析による比較、導入後の生息環境

の確保についてはさらなる研究が必要である。 
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２－３ 運動地公開 

○長期目標（100～200年後） 

〇第1次中期目標（1998～2017年）  

各項とも長期及び中期目標の当初設定なし。 

＊「しれとこの森交流事業」は、運動参加者及び斜里町民を対象としたもの。その他には特に定めはない。 

 

 

（１）森づくりの道 

 

■第1次中期計画 総括 

2014年より知床自然センター隣接地（2011年取得）に「森づくりの道」と冠した公開コースを設置。開設

期間は5～11月。年間利用者は2000人前後。 

2014年秋（10/14～31）、知床五湖早期閉園に合わせ、フレペの滝遊歩道及び運動地内に上記を含む

3つのコース、計4コースを設定し社会実験を実施。合わせて事前レクチャーによる情報提供やガイドによ

るモニターツアーも行った。運動地内のコース利用者は約800名。 

冬期は、自然センター開設時から設置しているスキーコースを「森づくりの道」として運営。利用者は各

年100組程度となっている。また、2017年秋からは開拓家屋などを巡る新規の森づくりの道「開拓小屋コ

ース」を開設した。利用者からは、「運動参加者だが、初めて現場が見られて感動した」と言った声は「コ

ース上にもう少し矢印看板が必要」といった感想が寄せられた。 

今後は、これらの公開コースを持続的に開設していくための運営体制の確立が必要となっている。 

 

 

（２）しれとこの森交流事業 

 

■第1次中期計画 総括 

 「知床自然教室] 

毎年夏に開催している運動参加者及び町民の子弟（小学4年生～高校3年生）を対象とした野外キャン

プ（6泊7日）。通算38回開催。近年は参加者30～40名で実施。 

参加者のリピート率も高く、世代を超えた運動との関わりにも寄与している。運営面ではスタッフ、参加

者の内訳では町内参加者の安定的な獲得が課題となっている。 

 

「しれとこ森の集い（植樹祭）」 

毎年秋に開催している運動参加者及び町民を対象とした運動地散策と植樹などを行う催し。通算21回

開催。近年は参加者80～100名で実施。 

植樹に関して、2007年までは針葉樹苗（購入）を使用。2008～2014年は苗畑で生産した広葉樹苗を柵

内に植樹。以降、柵内で植樹可能な場所がほぼなくなったため、植樹以外のプログラムを検討したが、
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「植樹」という行為は運動の象徴でもあるため継続することし、2015年からは柵外に自己生産した針葉樹

苗を植樹する手法で継続している。 

 

「森づくりワークキャンプ」 

毎年秋に開催している運動参加者を対象とした森づくり合宿（5泊6日）。通算21回開催。参加者は10

～15名で実施。リピート率も高く、運動に直接関わる機会としてだけではなく、作業への貢献も大きい。た

だし、リピーターの高齢化が進んでいるため新規参加者の獲得が課題となっている。 

➡参照  P.37 別添6「しれとこの森交流事業」参加者数 

 

 

（３）しれとこ森づくりの日 

 

■第1次中期計画 総括 

ワークキャンプを補完する森づくり合宿（4泊5日）。2010年より17回開催。参加者は5～10名。 

当初は春と夏・秋の年3回開催し、ワークキャンプ以外の窓口として好評も得ていたが、運営側の受け入

れ態勢が整わないことから、近年は春1回のみの開催としている。 

➡参照 P.38 別添7「しれとこ森づくりの日」参加者数 

 

 

（４）企業・教育機関受け入れ 

 

■第1次中期計画 総括 

企業関係は、2002年から2006年の5年間、イオン環境財団との共同で防鹿柵の設置と植樹事業を実施

した。その間の総植樹本数は約8000本となっている。近年ダイキン工業のボランティア受け入れが中心。

2011年より12回開催（内1回は羅臼）。参加者は11～12名。 

教育機関については、斜里高校を始め、近年はウトロ学校や斜里小学校など地元学校の受け入れを

中心に展開。その他、東京農大（網走）や南多摩中等教育学校等の町外からも随時受け入れを行ってい

る。 

企業ボランティアは、各回とも初参加者を中心に構成されているため運動の普及面でも大きな寄与を

受けている。企業及び教育機関ともに、短期間ではなく、継続的な関係性が保てるかが重要である。 

➡参照 P.38 別添8 企業寄付による事業概要（イオン環境財団／ダイキン工業株式会社） 
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（５）ボランティア 

 

■第1次中期計画 総括 

知床財団の受け入れるボランティア事業の一環として展開。当初は年一回の講習受講者のみが参加

可能であったが、2006年より受け入れ方法を誰でも参加可能な週末中心の募集型に変更した。以降、年

間のべ100名程度の参加があり、作業への貢献及び運動普及にもつながっている。ただし、募集日数に

ついては年間20～50日程度と受け入れ側の体制によって変動がある。 
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第３章 第2次中期計画（2018～2037年度） 

 

これからの20年間は、「森・川・人」をテーマとし下記を目標として中期計画を進める。なお、運動の掲

げる長期全体目標及び項目毎の長期目標に変更はない。 

 

森林再生： 「造林地」の樹種多様化及び「未立木地」の森林化を目指した「森づくり」を進める。 

生物相復元： 河川とその周辺に生息する生き物の営みを再生する「川づくり」を進める。 

運動地公開： 運動の成果や取り組みを伝えるため、植生や野生動物に配慮した運動地の公開と情

報発信を進める。 

 

 なお、目標及び計画の策定に当たっては、下記の2項を前提として立案を行った。よって、その前提に

疑義が生じた場合は、その都度、目標及び計画の見直しを行うものとする。 

 

〇第2期中期目標及び計画立案に当たっての前提 

１）エゾシカ生息密度は、個体数調整の成果により低密度が維持される。 

２）運動への寄付金は、年間1千万円前後で推移する。 

 

 

３－１ 森林再生 

第2次中期計画期間の20年間は、特に「造林地」の樹種多様化と「未立木地」の森林化に向けた作業

を中心に進める。防鹿柵を用いずに広葉樹や針葉樹（トドマツ）の天然更新が可能となる場所（あるいは

広葉樹苗の植栽が可能な場所）の創出を大きな目的とし、特に、木々の生長を妨げる「シカ」以外の要素

である「風」と「ササ」に着目し、より効率的かつ持続可能な森づくりを行う。 

なお、本計画は、2018年時点において、基本的にはシカの生息密度は低密度化が進むものとして策

定したものである。よって、シカの生息動向と森林再生は密接な関連があることから、知床世界自然遺産

の枠組みで実施されているエゾシカの個体数調整事業との連携及び協力は引き続き継続していくものと

する。 

 

項目ごとの作業の目標並びに計画概要は以下の通りである。 

 

（１）自然草原 

○長期目標（100～200年後） 

「草原環境の維持を図る。」 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 
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「草原環境を適正に保全する。」 *第1次中期目標から変更 

 

■第2次中期計画 

植生面積 1999年：2ha → 2014年：1ha（1ha減）→ 2037年：××ha  

新規の作業予定はなし。経過観察を行う。 

 

 

（２）広葉樹二次林・針広混交二次林 

○長期目標（100～200年後） 

「もともとの植生であったトドマツとミズナラを中心とする針広混交林へと誘導していく。」 

同長期目標は、以降の台地上の各植生に共通。 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 

「既存林分の育成。天然林に近い樹種組成と構造へ誘導。」*第1次中期目標から変更なし 

 

■第2次中期計画 

植生面積 1999年：591ha → 2014年：595ha（4ha増）→ 2037年：××ha  

新規の作業予定はなし。第1次中期期間（1998～2017）に実施した各作業の維持と管理、経過観察を

行う。 

 

 

（３）カシワ林 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 

「既存林分の育成と回復。」*第1次中期目標から変更なし 

 

■第2次中期計画 

植生面積 1999年：0ha → 2014年：0ha（増減なし）→ 2037年：××ha  

新規の作業予定はなし。第1次中期期間（1998～2017）に実施した各作業の維持と管理、経過観察を

行う。 

 

 

（４）牧草地・ササ地（未立木地） 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 

「未立木地の森林化。」*第1次中期目標から変更 

 



19  

■第2次中期計画 

植生面積 植生面積 1999年：77ha → 2014年：40ha（37ha減）→ 2037年：××ha  

これまで未立木地では、防鹿柵を設置しその中への植栽を行ってきたが、防鹿柵の効果は大きいもの

の柵自体の設置及び維持管理に相当のコストが必要となることが課題であった。よって、第2次中期期間

は防鹿柵の新設は行わずに、シカの生息密度の低下を見越し、次なる段階として「ササ」に焦点を当て、

未立木地の森林化を進める。 

道内の先進事例では、ササ地を掻き起こし、その表土をある一定期間放置した後に敷き戻すと天然更

新が促進することが確認されている。第2次中期では、この「ササ掻き起こし及び表土戻し」などの手法を

用い、運動地内の未立木地の森林化を進めることとする。 

なお、最初の5年間（第5次回帰作業）は、区画ごとに作業を進め、この手法の有効性や作業効率を検

証も行う。 

 

 

（５）アカエゾ・トドマツ・シラカンバ造林地（幼齢及び高木林） 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 

「造林地の樹種多様化。」*第1次中期目標から変更 

 

■第2次中期計画 

植生面積 1999年：109ha → 2014年：144ha → 2037年：××ha  

第2次中期計画の20年間では、特に「アカエゾマツ・シラカンバ・トドマツ造林地」にて計画的な密度調

整やササ掻き起こしなどを実施する。トドマツや各種広葉樹が天然更新可能な環境の創出を行い、造林

地の樹種多様化を進める。 

アカエゾマツ等造林地での多様化作業について、それぞれの植栽状況に応じて、「密植地」は密度調

整（伐採）を行う。また、「列状地」や「島状地」においてその列間にササが繁茂している場合は、「ササ掻

き起こし及び表土戻し」などの作業手法を選択し、樹種多様化に向けた作業を進める。 

 

 

（６）カラマツ造林地（高木林） 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 

「在来樹種への転換の促進。」*第1次中期目標から変更なし 

 

■第2次中期計画 

植生面積 1999年：35ha → 2014年：34ha → 2037年：××ha  

新規の作業予定はなし。第1次中期期間（1998～2017）に実施した各作業の維持と管理、経過観察を
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行う。なお、既存のカラマツ造林地（高木）は、これまでと同様に、防風林として機能は必要なことから残存

させる方針とする。一方、第2世代のカラマツの更新と分布が拡大しているが、場所によってはさらなる防

風効果が必要な場所があること、超長期的には在来植物が優占すると想定されることから、基本的には

手を付けずに自然の遷移に委ねることとする。 

 

 

（７）河畔林（河岸段丘斜面） 

○長期目標（100～200年後） 

「カツラに象徴される河畔林の再生を図る。」 

「針広混交林へと誘導するとともに、シマフクロウやオジロワシ・オオワシの営巣環境やねぐら

としての環境の保全と育成を図る。」 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 

「既存林分の育成と回復。」*第1次中期目標から変更 

 

■第2次中期計画 

植生面積 1999年：37ha → 2014年：37ha（0ha増）→ 2037年：××ha  

後述の生物相復元と連動し、河畔林の育成に必要な作業を行う。第1次中期期間（1998～2017）に実

施した各作業の維持と管理、経過観察を行う。 

 

 

「共通する作業について」 

苗木の育成と植樹、既存防鹿柵などの維持管理は継続する。これは、育て植えるという行為は運動の

象徴であること、また、これまで設置した防鹿柵とそれに伴う効果は第1次中期期間の大きな成果であるこ

とから、引き続き苗木の育成及び既存防鹿柵の維持管理を継続する。 

〇 苗   畑  小～大型の広葉樹苗の育成及び植栽。既存中～大型苗の山出し。 

 トドマツ苗の山採り及び植栽。 

〇 エゾシカ対策 既存防鹿柵の維持管理を継続。なお、新規の設置は行わない。 

 既存の樹皮保護木の維持管理を継続。 

〇 防 風 柵 既存防風柵の維持管理を継続。必要に応じて新規設置を検討。 

〇 インフラ整備 作業道及び看板等の維持管理を継続。 
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３－２ 生物相復元 

 

第2次中期計画期間の20年間は、運動地内の河川において、サケ科魚類とそれらに依存する野生動

物たちが生活できる豊かな河川生態系を復元する。中でも知床世界自然遺産の価値の一つである海域

と陸域の物質循環の担い手であるシロザケ・カラフトマス・サクラマス・オショロコマなどのサケ科魚類の産

卵環境の改善を最優先に取り組む。 

また、シマフクロウ・オジロワシといった希少種、運動で復元対象種として掲げている既に絶滅したカワ

ウソはサケ科魚類の捕食者でもあり、これら高次捕食者も含めた生態系の復元のためには、その基盤とな

るサケ科魚類の資源量が豊かであることが必要条件となる。サケ科魚類が豊富に生息する川づくりを通じ

てシマフクロウ、オジロワシの営巣環境維持、将来的なカワウソの再導入を目標として取り組んでいく。 

 

項目ごとの作業の目標並びに計画概要は以下の通りである。 

 

 

○長期目標（100～200年後） 

「減少種の増殖や絶滅種の再導入によって、地域固有の動物相を復元し、安定させる。」 

「サケマスの自然産卵やオショロコマの増殖が可能な環境を復元する。」 

 

 

（１）魚類・河川 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 

「サケ科魚類が再生産可能な環境の回復」 

*サケ科魚類：シロザケ・カラフトマス・サクラマス・オショロコマ 

 

[魚類] 

第1次中期期間は、岩尾別川において、カラフトマス・シロザケの買い取り放流やサクラマスの復元を中

心に進めてきた。第2次中期期間は、オショロコマを含む4種のサケ科魚類それぞれが、自然の中で再生

産の営みを持続できる自然環境の復元に注力を行っていく。 

その過程において、必要な場合は、カラフトマス・シロザケの買い取り放流の再開やオショロコマ・サクラ

マス（ヤマメ）の河川内での移動放流なども行う。サクラマスに関しては、自然回帰の状況を踏まえつつ発

眼卵放流を行い、回帰個体の確認や産卵状況の把握を目的としたモニタリングを継続する。さらに、後述

の河川環境の改善に向けた工作物改良では、その効果を図る上で生息する魚類の状況が重要な指標と

なることから、オショロコマやヤマメのモニタリングについても新たに検討を進める。 

 

[河川] 

岩尾別川において、魚の往来を妨げている河川工作物の改良や人為的な影響によって生じた河床低
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下による落差の解消など、サケ科魚類の再生産が可能な環境の回復を行う。また、河畔林の育成と目的

としたカツラ植栽木や防鹿柵の維持管理などの森林再生は引き続き継続する。さらに、岩尾別川の環境

改善は、漁業資源の安定にもつながることから、地域・漁業者との連携協働も模索する。 

 

・河川環境の改善   ➡河川工作物の改良による遡上障害解消 

➡過去の河道整理により生じた土手の解消 

➡人為的な影響によって生じた河床低下による落差の解消 

 

・河畔林の育成   ➡植樹したカツラ等の育成・シカ柵の維持 

 

・地域・漁業者との連携協働  ➡川の観察会など地域・漁業者が参加できる機会の創出 

➡地域住民・漁協・漁業者との共同作業の機会を創出 

 

 

（２）希少鳥類 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 

「シマフクロウ・オジロワシの安定的繁殖の維持・拡大」 

 

■第2次中期計画 

現状では生息の中心は運動地に隣接する国有林内であることを鑑みて、森林管理局と連携協力して、

運動地内だけではなく、隣接する国有林内も含めた生息環境の改善、営巣木の保護、巣箱の設置などと

いった取り組みを行い、安定的再生産の維持に取り組む。 

シマフクロウに関しては知床から周辺地域への生息域拡大が進まず、絶滅の危機から脱せないという

現状があることから、周辺地域で当該種の保護に取り組む森林管理局や民間関係団体との連携し、域外

への分布拡大を目指す。 

 

 

（３）その他の生物相 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 

「第2次復元対象動物種（カワウソ）の再導入に関する検討」 

 

■第2次中期計画 

第1次中期期間の検討の中で積み残したカワウソの再導入に必要な条件に関する情報収集と調査検

討を行う。なお、この調査検討の期間について、最初の10年（2018～2027年度）を区切りとして進める。合

わせて、順次それらの調査検討の成果を斜里町並びに近隣市町村の地域住民、運動参加者に公開、周

知し、理解の促進を図る。 
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その他生物相に関しては、シマフクロウ・オジロワシ以外の鳥類（クマゲラ・オオタカ・、マダラウミスズメ）

については、記録フォーマットを定め日常の森林作業中に得た生息情報の収集、記録する。なお、オオ

カミについては、文献調査などの情報収集にとどめ、再導入に関する社会的な認知の醸成を待つ。 

 

＜カワウソの再導入に関わる検討事項＞ 

・生物学的条件 ➡導入先選定のための遺伝的条件 

➡浅海域・河川内の餌資源量の把握 

・社会的条件  ➡住民・運動参加者の意識調査 

     ➡義務や責任の法的位置づけ等、想定される課題の検討 

➡国、道、ユネスコ、IUCN等関係機関へのリサーチ 
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３－３ 運動地公開 

第2次中期計画期間の20年間は、植生や野生動物に配慮した運動地の公開と情報発信を進める。具

体的には、既存の運動地公開コース「しれとこ森づくりの道」の開設・運営を継続する他、新規コースの検

討も行う。 

その他、運動の成果や取り組みを伝えることを目的に「しれとこの森交流事業」の開催、各種団体やボ

ランティアの受け入れを継続する。 

なお、運動地公開の対象について、「しれとこの森交流事業」は、運動参加者及び斜里町民とするが、

その他は特に定めはなく広く一般を対象としたものである。 

 

 

項目ごとの作業の目標並びに計画概要は以下の通りである。 

 

 

○長期目標（100～200年後） 

「トラスト資産としての運動地の適正な公開と保全のシステムを構築する。」 

〇第2次中期目標（2018～2037年） 

「植生や野生動物に配慮した運動地の公開と情報発信を進める。」 

 

 

（１）「しれとこ森づくりの道」 

既存の「森づくりの道」（2017年度末現在、夏期2コース、冬期2コース）の開設及び運営を継続する。な

お、これらの運営に当たっては、トラスト資産の公開並びに運動の周知広報手段としても重要であることか

ら、利用者数などのモニタリングの他、利用者の声や意見の把握にも努めることとする。 

さらに今後の社会状況や自然環境の変化に対応しながら、「しれとこ森づくりの道」の新規コースの検

討を行う。具体的には、岩尾別川とその周辺を想定し、川沿いを走る町道岩尾別温泉道路を運動で取り

組む森づくりと川づくりを体感できるゾーンとすることを目指していく。 

その他、これら運動地内の公開コースについては、知床国立公園の公園計画への反映を目指す。 

 

 

（２）しれとこの森交流事業 

運動参加者や町民が、実際の現場で運動に関わる機会として「しれとこの森交流事業」を開催する。ま

た、より広く運動を伝えるために、企業や教育機関、ボランティアの受け入れを行う。その他、「しれとこの

森通信」やホームページ、その他各種媒体を通じて運動の普及、情報発信を進める。 

 

＜しれとこの森交流事業＞（運動参加者対象）」 
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〇知床自然教室 

毎年夏に開催している運動参加者及び町民の子弟（小学4年生～高校3年生）を対象とした野外キャン

プ（6泊7日）。継続実施。 

 

〇しれとこ森の集い（植樹祭） 

毎年秋に開催している運動参加者及び町民を対象とした運動地散策と植樹などを行う催し。継続実施。 

 

〇森づくりワークキャンプ 

毎年開催している運動参加者を対象とした森づくり合宿。別途開催していた「しれとこ森づくりの日」を

ワークキャンプに統合し、春と秋の計2回の開催とする。なお、日程は共に4泊5日で行う。 

 

＜企業・教育機関・ボランティアの受け入れ＞ 

 

〇企業・教育機関受け入れ 

企業ボランティアの受け入れを継続。その他、地元の学校や各教育機関の受け入れも引き続き継続。 

 

〇ボランティア 

知床財団の受け入れるボランティア事業の一環として受け入れを継続実施。 

 

＜運動普及・情報発信＞ 

 

〇運動普及・情報発信 

「しれとこの森通信」やホームページ、その他各種媒体を通じて運動の普及、情報発信を進める。 
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３－４ モニタリング 

「森林再生」や「生物相復元」の取り組みを科学的な知見に基づき順応的に管理していくために、各種

モニタリングを実施する。これまで継続してきたモニタリングの他、新規作業についても新たに実施するが、

効果的かつ効率的に設計し、持続可能な運営に留意する。また、第2次中期より「運動地公開」について

も、成果の評価、進捗の把握のための目標設定とモニタリングを行う。 

 

（１）モニタリング手法及び評価基準 

モニタリング手法、評価指標及び評価基準については、「実施が容易である」、「変化の予兆をつかめ

る指標である」、「評価が容易である」という３つを満たすことを目指し、必要に応じて計画期間内であって

も柔軟に見直すものとする。 

 

各モニタリング手法は、以下3つのモニタリング項目タイプに分類され、タイプに応じて評価指標及び評

価基準を設定する。 

 

① 実施事業に対する直接的な

モニタリング項目 

評価指標・評価基準を設定し、評価を行う。   

② 間接的なモニタリング項目 評価指標は設定するが、評価基準は設けず、

評価は行わない。 

③ 参考的なモニタリング項目 評価指標・評価基準なし。 

 

また、運動への寄与が認められる場合については、積極的に大学などの研究機関と連携を図り、運動

地及び周辺での調査への協力を行う。 

各モニタリング項目のモニタリング手法、それぞれの評価指標及び評価基準の概要は、 「別添10」の

とおりとする。 

➡参照 P.38 別添10「第2期中期（2018～2037）モニタリング計画概要 
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表18　第2期中期期間（2018～2037）モニタリング計画概要

評価項目 モニタリング項目 No. モニタリング内容
項目
タイプ

実施頻度 評価指標 評価基準 評価・備考

Ⅰ-1
・第4区画アカエゾカラマツ造林地密度調整区プロット
　→毎木（5年毎）

① 1回／5年
種数（生存数）
胸高直径

胸高直径15㎝以上が5
種以上

胸高直径15㎝に満たないが今後成
長する見通しあり

Ⅰ-2
・アカエゾ造林地ギャップ創出区プロット（2017より）
　→コドラート内毎木

① 1回／1年
種数（生存数）

樹高
平均樹高が伸びている

か

ササ地での天然更新促
進、樹種多様化

Ⅰ-3
・ササ掻き起こし及び表土戻しプロット（2017より）
　→コドラート内毎木

① 1回／1年
種数（生存数）

樹高
平均樹高が伸びている

か

Ⅰ-4
・第5区画毎木調査・林床調査
　→毎木・林床（5年毎）

①→② 1回／5年
更新数

種数（生存数）
設定なし ―

Ⅰ-5 ・中型苗柵外移植木及びシカ状況確認 ① 2回／1年 被食本数
＊トレイルカメラ設置は無し
被食本数のみ記録

Ⅰ-6 ・世界自然遺産における植生モニタリング ① 1回／1年

Ⅰ-7 外部機関による調査（横浜国大・東京農大他）

Ⅰ-8

・定点撮影
　→6ヶ所（年1回）＋第1区画カラマツ造林地種子散布プ
ロット
　　　　　　　　　　　　　第1区画ササ地はぎ試験地プロット

③ 1回／1年 ― ―

Ⅱ-1
・河川環境多様化作業地状況確認
　→目視・写真

①→② 3回程度／1年 改変状況

Ⅱ-2
・新規改良地での生息状況調査（オショロコマ等）
　→たも網等による採捕、環境DNAなど

①

Ⅱ-3
・サクラマス遡上産卵状況調査
　→目視・写真・潜水

① 1回／1年
溯上確認数
（産卵床数）

Ⅱ-4 カラフトマス・シロザケの遡上状況の記録 ② 1回／1年
ふ化場から聞き取

り

Ⅱ-5 外部機関による調査（東京農大・林野庁他）

Ⅱ-6
・河川水温記録
　→水温ロガー（岩尾別川4か所・幌別川1カ所）

② 1回／1年 水温 ― ―

Ⅱ-7
・希少鳥類などの生息状況記録
　クマゲラ及びオオタカの目撃情報・営巣木などの記録

③ 随時 ― ― ―

運動地公開による受益者
数

Ⅲ-1
・森づくりの道　利用状況把握（既存＋新規コース）
　→エコカウンター（入山カウンター）

① 1回／月 利用者人数
フレペの1割
(4～5000人)

運動の認知 Ⅲ-2
・ホームページアクセス数
・認知度webアンケート

②
1回／1年
1回／5年

アクセス数
認知度

― ―

運動の賛同 Ⅲ-3
・イベント参加者数、ボランティア参加者数
・寄付金額、運動参加者数

② 1回／1年
参加者数
寄付金額

―
年間1千万円以上の寄付金が維持
されているか

モニタリング項目タイプ：
　①　実施事業に対する直接的なモニタリング項目　評価指標・評価基準を設定し、評価を行う。
　②　間接的なモニタリング項目　　　　　　　　　　　　　評価指標は設定するが、評価基準は設けず、評価は行わない。
　③　参考的なモニタリング項目　　　　　　　　　　　　　評価指標・評価基準なし。

外部機関による調査について(緑字）
　・東農大などが運動地で実施している各種調査は「長期的な環境変化の観察」に位置付ける。
　・各調査ごとにモニタリングシートを起票し、当該調査のどのデータが、
　　当モニタリング計画のどの項目に参照できるか明確に記録する。
　・専門委員会において、上記モニタリングシートに基づいて情報共有する。

長期的な環境変化の観
察

Ⅱ．生物相復元

生き物の営みを再生する川
づくりが進んでいるか？

長期的な環境変化の観
察

Ⅲ．運動地公開

植生や野生動物に配慮した
運動地の公開と情報発信が
行われているか？

サケ科魚類が再生産可
能な環境の回復

Ⅰ．森林再生

造林地及び未立木地の樹種
多様化が進んでいるか？

シカ採食圧調査

密度調整実施地での樹
種多様化

別添9
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